
平成３０年６月７日 

 

 市議会議員各位 

 

柏崎市長  櫻井 雅浩 

 

職員の不祥事について（通知） 

 

 

当市職員が、下記のとおり、遺憾な行為を引き起こしたことが判明しましたので、お知

らせし、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

 本年５月１７日、柏崎市立保育園において、正職員の保育士（女性、２０歳代）が、保

育時間中に、少なくとも８人の園児に対して、特定政治家を応援する図画の作製を手伝わ

せた事実が発覚しました。 

 図画内の子どもの顔を園児に描かせ、またチューリップの花に見立てて園児に手形を押

させたものであります。 

 また、この図画の作成には少なくとも３人の同園の保育士が関与し、園長もこの行為を

容認していたものであります。 

 申し上げるまでもなく、この行為は、地方公務員法第３３条に抵触する信用失墜行為で

あり、かつ、同法第３５条に規定する職務専念義務違反であります。 

加えて、同法第３６条政治的行為の制限にも抵触する可能性がございます。 

しかしながら、何より、お預かりした大切なお子様のことを考えるとき、申し開きので

きない遺憾な行為と言わざるを得ません。 

 

園児並びにその保護者の方々には、ここに深くお詫び申し上げます。大変申し訳ござい

ませんでした。 

担当部長からは、本日当該園児の保護者の方々にお詫びの電話をいたしたところですが、

後日市長として、直接お詫びにもお伺いする予定です。 

 

本事実は、昨日６月６日、市民から子ども未来部長への問い合わせにより判明したもの

で、直ちに当該職員を含む関係職員に直接聴き取りを行い、明確となった事実のみを、と

りあえず発表しているものであります。 

 



詳細が不明・不確定な部分もございますので、引き続き調査を行い、全容が明らかにな

った時点で、私も含む関係職員の処分等の量定はいたす予定です。その際には、改めて市

民の皆様に判明した事実と処分量定を公表し、議会及び報道機関の皆様にもお知らせ申し

上げます。 

 

前例のない極めて遺憾な行為であるため、まずはお詫びとお知らせをいたします。改め

まして、大変申し訳ございませんでした。 

 

 

 

 

本件問合せ先 

柏崎市子ども未来部 

部長 前澤 晃 

保育課長 宮崎 靖彦 

電話 0257-21-2233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


